
3-1



第
３
分
科
会

3-2



分科会のねらい

　e-Learningについては、具体的な教育内容・授業内容の面

のみならず、技術的問題についての議論も盛んになされてき

た。今回はそのなかから、とくに前者に焦点をあて、具体的な

教育実践との関連からe-Learning の可能性を議論する場を

設定することとしたい。念頭に置かれる問題は、たとえば、「

e-Learningに相応しい科目や内容はどのようなものか」、「

e-Learningによる授業実践等により生ずる具体的な問題と

その解決策はどのようなものか」、「e-Learning 科目はカリキ

ュラム上どのような位置づけが相応しいのか」、「e-Learning 

科目の内容を設計するための手法とはどのようなものか」、

等々である。e-Learningについてはまだ試行段階の大学も多

いと思われるが、こうした諸問題の検討を通じて、実際の授

業科目としてe-Learning を効果的に実現するための条件を

明らかにすることを試みた。

　報告者と標題は以下の通りである（報告概要に関しては、

各報告者の原稿を参照）。

1．都築英明（明治国際医療大学医学教育研究センター教授）

「大学連携によるeラーニングシステムの共有共用化―ゼロ

からのeラーニング―」

2．富田英司（愛媛大学教育学部教育心理学講師）

「日常の授業に根ざしたEラーニングの探求」

3．内田実（LBS研究スタジオ代表／放送大学ICT活用・遠隔

教育センターIDアドバイザー）

「eラーニング＆インストラクショナルデザイン」

報告に対する質疑応答等（質問はQ、回答はAと略記）

Q   コンテンツ作成に必要な機材等についてどうすればよいか。

A （内田）できるだけ無料のものを利用するのが望ましい。プ

　ロ用のソフトは機能が多すぎるため、かえって不便である。

　Windowsにはムービーメーカーなどのソフトが付いてい

　る。スタジオも、チャイムの音が入らないよう留意すれば、

　特別のものは不要。マイクも通常のものでよい。USBに直

　接接続できるマイクは音声も良好。また、コンテンツにつ

　いてはVODだけでなく、パワーポイントにナレーションを

　付ける等工夫することができる。

A（都築）コンテンツを学生に作成させているが、ウノハウは

　上級生から下級生にうまく継承されている。学生の視線か

　ら作られたコンテンツは好評。パワーポイント等も学生が

　作ったものは概して見栄えが良い。報酬は教務課のアル

　バイトとして支給される。

A　（内田、都築）数学のコンテンツを作成するソフトもあり、

教育手法としてのe-Learningの可能性
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実際に用いられている（両氏より、具体例の提示があった）。

Qインストラクショナルデザインの困難性について説明して

　ほしい。

A（内田）たしかにインストラクショナルデザイナーになること

　自体難しい。どの教員もそれになれるわけではない。修士

　課程までの勉学が必要となるし、挫折する者も少なくない。

　だが、インストラクショナルデザインの考え方は絶対に大

　学カリキュラムに取り入れていかなくてはならない。大学

　の然るべき部署にインストラクショナルデザイナーを置く

　ことが理想。

Q遠隔講義の問題点は何か。

A（都築）授業の遅れや通信障害に対する策を講じる必要は

　ある。ビデオ撮影し、バックアップをしておくように心掛け

　ている。

A（フロア）機械トラブル、プリント配布、休講連絡等は教務関

　係の事務職員が対応している。その点ではやや手間はか

　かるが、遠隔講義は好評で、VODよりもリタイアする学生

　が少ない。

Q著作権の問題について教えてほしい。

A（都築）2年目以降、専門の弁護士に著作権に関する確認を

　依頼している。所属大学が医療系のため、コンテンツに写

　真が多いので、著作権の問題は今後の大きな課題だ。

A（内田）他の人の著作物については無断でサーバに乗せた

　時点で著作権違反になる。それを避けるためには、著者に

　許可をとっておけばよい。引用の範囲なども難しい問題が

　あり、殊に芸術作品などがそうだ。その場合には法律家と

　の相談が必要になる。ただ基本的には、自分がそうされて

　いやなことは行わないという意識を持つことが大切だ。授

　業のコンテンツをどう扱うかについては、学内で規約を作

　っておくことも重要。

A（富田）現行の法律は紙媒体を対象としているため、今後、

　法律を変える必要もあるのではないか。大学を通じて、法

　律の変更を働きかけていくことが必要になると思われる。

A（フロア）大学連携の然るべき組織が要望すれば、著作権

　について見直すことは可能と聞いたことがある。

A（フロア）著作権についてきちんと議論し、必要な変更を求

　めていくことも我々の課題ではないか。

Q学生の勉学意欲を引き出すよい方法はあるか。

A（富田）学生の意欲には個人差がある。適切な指導のため

　にはface to faceによる対応が必要。学生がプライベートな

　生活と学びの場を結び付けられるよう指導することも大切。

　例えば携帯電話（メール機能）もそのツール。学生が学習

　習慣を身につけるためには、まず規則正しい生活習慣を

　確立する必要がある。教師としては、学生が教材にアクセ

　スしたかどうかをログ記録によって管理し、適宜アドバイス

　するのがよい。例えばmoodleを利用すると独自の工夫を

　する学生もいる。学生の工夫や提案を教師が柔軟に採用

　し、授業に生かしていく姿勢を示すことによって、学生の勉

　学意欲も高まる。

A（内田）学生がVODやeラーニングで自主的に勉学できるよ

　う習慣付けるためには、入学後直ちに、自己分析をさせ、な

　ぜ勉学をするのか、また、自分に適した勉学上のメディア

　は何か等についての自覚をもたせることが肝要。学生に「

　学習力」を付けさせるよう指導したい。

A（都築）対面授業とeラーニングを比べた場合、学生としては

　対面授業のほうが座っているだけで済む点、負担が少な

　いようだ。eラーニングでは、何度も教材を聞き直す手間等

　をいやがる学生もいたのは事実。

A（フロア）結局、eラーニングがうまくいくかどうかは学生自

　身のモチベーションが大きく関わっている。また教師側は

　小テストなどによる学生の管理が必要。学生の感想を聞く

　と、eラーニングは新鮮でよかったとの声もある反面、デジ

　タルスキルの低い学生は強い拒否感を示していた。

A（内田）これは対面授業でもeラーニングでも同じことだが、

　勉学の努力が報われ、成果が上がったと学生が自覚でき

　ることが重要。こまめに教師がチェックし、学生の成果を評

　価していくことが必要だ。

Qeラーニングに対する教員の抵抗はないか。

A（都築）教師側の一番の抵抗感は、自分の授業が他の教員

　に見られてしまうということだろう。それから、ほとんどの教

　員は学生時代、紙とペンによって学んできたため、パソコ

　ンのキーを打つだけで本当に学問が身に付くのかという

　懐疑がある。そのような教員には、eラーニングはあくまで

　一つのツールなのだと説明している。だが、自分の所属す

　る大学では通信教育を開始することになったため、好むと

　好まざるとに関わらず、eラーニングを採用せざるを得な

　いという現実がある。今度eラーニングを推進するために
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　は、コンテンツの作成等において、教員の負担が増大しな

　いよう配慮しなくてはならない。

A（内田）教師側としては講義が他の教員に見られることに抵

　抗感があるかもしれないが、学生にとっては、同種の科目

　において、複数の教員の授業を視聴できるメリットは大き

　い。また教員も、他の教員の講義を見ることによって得るも

　のは大きいだろう。できるだけ互いの授業を公開していく

　風土を作っていきたい。

A（都築）教員の中には、自分の姿がVODに映ることに拒否反

　応を示す人もいる。その場合には、実際の教員の姿を映す

　のでなく、音声はそのままであっても、映像としては別のキ

　ャラクターを映し出す方法もあり得る。

A（内田）音声を作り出すソフトもある。つまり教員の作成した

　テキストを、そのソフトによって読み上げる方法だが、やや

　聞き取りにくい箇所が出てくるようだ。

Q現在、シラバスの一部を動画にする等、授業紹介を映像で

　行う取組をしているが、その他、事務側としてこうしたメデ

　ィアをどう活用し得るか。

A（内田）eラーニングのツールの応用範囲は非常に広い。シ

　ラバスに動画を取り入れるのは、学生がその授業を履修

　するかどうか決める際、大変役立つ。

A（フロア）自分の所属大学でも、教員が動画で簡単な授業説

　明を行うシステムと取り入れている。そうすることによって、

　初回の授業でガイダンス的なことを行う手間が省け、すぐ

　に本論に入ることが可能となる。また、補講の代替として、

　予め撮っておいた授業の映像を流している教員もいる。こ

　うした利用方法もeラーニングの応用の一つと思う。

A（フロア）シラバスや授業紹介にビデオを用いることは有効

　だが、非常勤講師等を含めると膨大な教員がいるため、そ

　れを全教員に行うことに無理がないだろうか。

A（フロア）必ずしもeラーニングには限らないが、ウェブを使

　って授業の補完をしている教員は以前からいる。一方、そ

　うしたことに全く疎い教員もいる。事務側として、どうやった

　ら教員一般に広くこうした手法を普及させていくことがで

　きるか悩んでいる。

A（都築）今後eラーニングを多くの大学で拡げていくために

　は、教員の負担が増えるということではだめで、負担を減ら

　す努力が必要。現代の教師は、学生の興味や能力差の幅

　が広いため、それに対応するために大きな負担を強いら

　れているのが実状。すなわち何度も補講をしたり試験をし

　たりということが求められている。そうした負担を軽減す

　るためにeラーニングが役立つのではないか。一度コンテ

　ンツを作れば、それを何回も用いることができるからだ。

　若い世代の教員がeラーニングに興味を示してくれること

　に希望を感じている。

A（フロア）eラーニングで授業の補講を賄うことはできるが、

　では、1セメスター15回のうち、何回までVODでいいのか

　となると難しい問題がある。授業では双方向性が求めら

　れるので、VODでの授業なら、事後にメール等で質問を受

　け付ける等のケアが必要。自分が所属する大学では15回

　中2回までVODで代替可能と制限を設けている。

A（フロア）保育士養成等、厚労省関係で認可を受けている

　ものに関しては、VOD等による授業は認められていない。

　学則等によって、教室での授業以外には単位を認めてい

　ないケースがあることは留意したい。

A（フロア）例えば学長自らがeラーニングで授業を行なうの

　も波及効果がありそうだ。

A（富田）まだ日本語が堪能でない留学生に対しても、eラー

　ニングで英語による授業を行なう等の活用方法があり得

　る。ただ実際にはほとんどのコンテンツは日本語だけで作

　られている。

A（フロア）韓国の先進的な大学を視察したが、そこでは対面

　授業とeラーニングは相互に補完し合うべきだとの考えで

　あって、教員におけるeラーニングの普及率はほぼ100パ

　ーセントとのことだった。日本もいずれはその方向に向か

　っていき、全教員が何らかの形でeラーニングに関わって

　いくことになるのではないか。

A（フロア）一口にeラーニングといっても範囲は広い。例えば

　パワーポイントもeラーニングの一つと見れば普及率は非

　常に高いことになる。

A（フロア）学生の質問については、すべてウェブ上の掲示板

　で行っている教員もある。それもeラーニングの活用とい

　うこともできる。

A（内田）○×式の小テストはmoodle上に乗せて行うことが

　できる。そうすれば教師の手間も省けるはずで、こうしたと

　ころからeラーニングを普及させることも可能だ。

A（フロア）我々の大学では1年次の必修科目にeラーニング

　を導入した。しかし、600人の学生の管理が一部の教員に

　委ねられているため、その教員の負担が非常に大きい。

A（内田）確かにeラーニングの知識をもった教員は数が限ら

れている。しかし教育効果を考えれば、こうした現実は是正
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　しなくてはならない。様々な方法で教員が相互に教え合い、

　eラーニングに対する意識の敷居を下げ、多くの教員に受

　け入れられるようにしていくことが大切だ。パソコンスキル、

　インターネットスキルを高めることもFD活動の一環と見な

　していいのではないか。そうした活動は一個人の教員で

　は推進できない。その大学に何らかの支援センターとスタ

　ッフを設けることが必要だろう。

A（富田）四国では、各大学の持ち寄りでコンテンツの作り方

　など情報の共有化を図っている。一大学の学内だけでな

　く、同じ地域の大学とセミナー等のイベントを行って、その

　成果を大学に持ち帰るのも一法ではないか。愛媛大学の

　場合は学内全体で変えていこうという機運があったことも

　よかった。eラーニングを展開していく上では、学内組織の

　あり方も重要なところだろう。

Qeラーニングをサポートするメンター等の役割はどのような

　ものか。

A（内田）メンターの役割は学生のドロップアウトを食い止め

　ること。定期的に提出させるレポートにしても過重な負担

　にならぬよう配慮する必要がある。学生がドロップアウト

　しないようTAが事前に学生をサポートする体制が、設計

　されていなくてはいけない。その設計は、シラバスにも組

　み込まれているべきだ。学習目標や評価方法を明確にし

　ておき、あとはTAがうまく運営していけば、ドロップアウト

　を食い止めることはできる。但し授業によってはTAでは無

　理で、他の教員が補佐することが求められる場合もある。

Qコンテンツのウェブ上における保存期間についてどう考え

　るか。卒業後も学生が利用できるよう、ある程度長期の保

　存が必要ではないか。

A（内田）ラーニング・ボートフォリオと連携させ、誰がどのレ

　ポートを出したかなどを保存しておくことはできるのでは

　ないか。技術的にはそれほど困難なことではないと思われ

　るので、大学で保存の基準を作るのがよいのではないか。

A（都築）連携ではあまり長期に保存していない。その点は今

　後の問題だ。

A  （フロア）受講が終った後にも教材を振り返ることができる

　のがeラーニングのメリットの一つだと感じているが、事務

　局としては、過去のものと現在アクティブに活動している

　授業のものが混在するのは避けたいところだろう。

Q対人関係のないeラーニングのネガティブな影響はない　

　だろうか。

A（富田）確かに人間は自分の存在を他者とのコミュニケーシ

　ョンの中で確認していくものなので、機械のみと向き合うe

　ラーニングの弊害は指摘し得る。これは現行の大学のシス

　テムとも関わる大きな問題につながる。というのは、今の

　大学教育は学年ごとに切れている。上の学年が下の学年

　を指導するということも制度としてない。eラーニングのメ

　リットの一つは時間の融通がきくことだ。だから、eラーニン

　グで節約できた時間を、リアルな対人関係の増大に結び

　つけることができれば理想的だ。高度な人間の能力は他

　者とのコミュニケーションの中で養われていく。低学力の

　学生は、実は対人関係が不足しており、それに飢えている

　のだ。そして、その対人関係を得ることを大学に期待して

　いるのである。だから、そうした学生を教える労力を省くた

　めにeラーニングを用いるというのは本末転倒。学生が求

　めているものと、提供するものが逆となるとすれば大学教

　育の大きな問題点だろう。
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